
事事故故車車等等のの排排除除業業務務にに係係るる有有償償運運送送許許可可ののたためめのの研研修修テテキキスストト（（日日整整連連））

第第四四版版  改改訂訂内内容容（（第第三三版版かかららのの変変更更点点））

Ｐ８

変更点：「３．道路交通法 （１）運転免許（道交法第６７条・第８４条～第８７条）」につ

いて、運転免許の種類に「準中型自動車」を追加するとともに記載内容を変更

Ｐ２６（別添１追加）

変更点：「自動車検査証の電子化に伴う関係通達の取扱について（国自貨第１１３号 令和

４年１２月２３日）」を追加

Ｐ４９～Ｐ５９

変更点：「第４章 ハイブリッド車・電気自動車の取扱いについて」にレスキューのポイン

トとして掲載している車種・内容を更新（ノートｅパワー、ＦＩＴ　ＨＹＢＲＩＤ追加）

Ｐ４９

変更点：「（注意：２）」の記載中、「低圧電気取扱特別教育」と記載していた箇所を「電気自

動車等の整備の業務に係る特別教育」に変更 

Ｐ９９

変更点：「問４－７」の記載中、「低圧電気取扱特別教育」と記載していた箇所を「電気自動

車等の整備の業務に係る特別教育」に変更 

※頁数においても、令和５年２月第四版一刷と相違がありますのでご注意ください。
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